


現地対策本部要員（市職員）と地域の自主防災組織
（地区公民館、自主防災会・自治会、消防団など）
との協力による現地対策本部の設置→現地対策本部
会議開催の準備

現地対策本部・防災関係機関等の現地対策本部設置場
所（神戸地区公民館）への移動→到着

❶市対策本部と防災関係機関等の初動
8:10 8:40

８:5５ 9:00

現地対策本部
会議終了後

車列の出発
準備

関係機関等
の現地到着

現地対策本
部の設置

⑱

8:00Jｱﾗｰﾄ鳴動（第１報）覚知後→警戒本部体制を
とり、Jｱﾗｰﾄの第２報が入らない状況（想定）なの
で着弾情報収集に着意して情報収集活動を実施

〈統括班長〉

〈現地対策本部長〉

〈避難所班〉

鳥取警察署市現地対策本部要員

ﾄﾞｺﾓCS中国鳥取支店

鳥取県隊友会・警友会

現地対策本部長
による会議準備

避難所班による
目張り処置

国・県・住民等の情報から市内に着弾の可能性あり
→災害対策本部体制での対応→着弾周辺地域への現
地対策本部の派遣及び防災関係機関等への協力要請

〈消防部長〉

〈統括部長〉

〈自衛隊ﾘｴｿﾞﾝ〉

自主防災組織による支援



住民の避難誘導に係る防災関係機関等への“避難実施
要領”の統制・調整事項の確認と徹底

❷現地対策本部会議と避難所の受入体制
9:05 9:10

9:20 9:40

現地対策本部
会議開催準備

現地対策
本部会議

避難実施要
領の説明

避難所の受
け入れ準備

⑲

現地対策本部会議前に市対策本部に避難実施要領に
関する事項と最新の情報を確認する。

現地対策本部会議による情報の共有、避難実施要領
の指示と避難対象住民への周知伝達要領の明示

避難所班による避難者の受け入れ準備（避難所の目張
り処置、収容ｽﾍﾟｰｽの確保、受付の設置）の実施
※実施にあたっては公民館職員との連携に着意

市対策本部と連絡をとる
現地対策本部長

鳥取警察署員 公民館職員

現地対策本部長

自治会長
(自主防会長)

消防分団員

県隊友会員

県警友会員

避難所班によ
る
目張り

避難所内部

避難所受付簡易受付用紙



市対策本部から“避難所の警備”に関する要請を受け
た鳥取県警友会（警察OB）による避難所入口付近にお
ける警備体制の確立

❸防災関係機関等による避難住民受入体制の確立
現地到着～

会議～輸送
開始前

会議～輸送
開始前

窓枠の目張り
実施要領

携帯電話通
信の確保

警友会員によ
る避難所警備

隊友会員によ
る車列の誘導

⑳

※屋内避難時に有害物質から身を守るため有効と言
われている窓枠などへの目張りの状況を展示し、訓
練参加者への周知を図る。

市対策本部から“避難所周辺地域における避難車列の
誘導”に関する要請を受けた鳥取県隊友会（自衛隊
OB）による避難所周辺地域における車列誘導体制の
確立

ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ等の貼付

ﾄﾞｺﾓCS中国鳥取支店

移動基地局車による通信確保

避難所支援：無料充電・WiFiの提供

避難所内に設置

市対策本部から“住民避難活動地域における携帯電話
通信の復旧”に関する要請を受けたﾄﾞｺﾓCS中国鳥取
支店による復旧及び避難所支援体制の確立



❹避難住民の誘導・受け入れ
9:40 9:45

10:00～ 10:05～

車列の出発
準備

車列の出発

車列の到着 避難者の
受付

㉑

市輸送班による物資（水・食料・ﾏｽｸ等）の運送と現
地対策本部要員による避難住民輸送車両の配列確認と
添乗員(消防団員)への乗車指示

現地対策本部長による輸送関係機関（警察・消防分
団）と連携した避難住民輸送状況の確認

鳥取県隊友会による避難住民輸送車列の避難所への誘
導と鳥取県警友会による避難所入口付近における警備

公民館職員の支援のもと行った避難住民の受付と現地
対策本部による住民避難状況の確認

輸送班による物資運送

現地対策本部による避難者数の確認

パトカーによる先導
各ﾊﾞｽには消防団員が添乗、ﾊﾞｽ乗

車位置にも消防団員を配置

現地対策本部による運行状況の確認

県隊友会による車列の誘導

県警友会による目視確認

公民館職員による受付支援

車列運行統制係による調整

車列発進体制の確立



❺避難住民への物資の配布と機会教育・講評
10:10～ 10:20～

10:30～ 10:55～

避難所での
受入れ

車列の出発
準備

防犯講話
訓練終了・

講評

㉒

防災関係機関等による機会教育の実施（ﾄﾞｺﾓCS中国:
携帯通信確保要領）

避難所到着後、物資（水等）を交付→自己防衛処置
（ﾏｽｸ装着・目張り）の要領を周知→防災関係機関等
による機会教育の実施（ﾄﾞｺﾓCS中国:避難所支援）

防災関係機関等による機会教育の実施（鳥取警察署:
防犯講話）

訓練終了→訓練に参加した住民及び防災関係機関等参
加のもと、鳥取市防災調整監より講評を実施

（※市職員１０名、公民館職員２名、消防団員６名、関係
機関等２５名、避難住民２０名 合計６３名参加）

避難所班による案内

目張り要領等の周知 ﾄﾞｺﾓCS中国による避難所支援の案内

ﾄﾞｺﾓCS中国による携帯通信確保要領の案内

移動基地局車

鳥取警察署による防犯講話 訓練参加住民・関係機関等参加による講評

講評：防災調整監

物資（水等）の交付



“避難対象外住民”の訓練実施要領

区 分 実 施 内 容

9:00～9:30頃 町内会訓練 町内自主防災会計画の避難訓練（避難場所への移動・点呼等）

9:30頃～9:45頃 国民保護訓練
《ミサイル落下時の屋内避難要領》
町内会集会所等を活用した、窓枠等の『目張り』体験
（※養生テープ・マスクは別途配布）

㉓

★避難対象外住民の訓練の一例

※避難対象外住民は、“不要不急の外出を避け住宅な
どの屋内に入り、マスク装着・窓などへ目張りをして
有害物質等から体を守る”ことが重要となります！
※訓練では、その要領を学んでいただくため町内会の
集会所などに集まり「消防団員等による展示説明→住
民による体験」を行った。

消防団員による展示説明 参加者による目張り体験

参加者による目張り体験 展示訓練場所として
町内集会所を活用


